
日本化学会ケモインフォマティクス部会規則	
	

（目	 的）	

第１条	 この規則は、公益社団法人日本化学会（以下「本会」と言う。）の部会規程に基づき

日本化学会ケモインフォマティクス部会（以下「部会」と言う。）の運営等の方法に関する事

項について定め、それによって部会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。	

	 （事務所）	

第２条	 部会は、事務所を東京都千代田区神田駿河台１－５	 公益社団法人	 日本化学会内に

置く。	

	 （支	 部）	

第３条	 部会は、必要に応じて支部を置くことができる。	

	 （使	 命）	

第４条	 部会は、部会員の研究発表、知識の交換並びに部会員相互間及び国内外関連学協会と

の連絡提携の場となり、化学情報、計算機化学などケモインフォマティクスに関する学術の

進歩普及、産業の発展に寄与することを使命とする。	

	 （事	 業）	

第５条	 部会は、その使命を達成するために、次の事業を行う。	

（１）日本化学会におけるケモインフォマティクスに関する行事の分担	

（２）ケモインフォマティクスに関する研究発表会、討論会、講演会、講習会等の開催	

（３）ケモインフォマティクスに関する情報の収集とその記録の配付	

（４）ケモインフォマティクスに関する国内外関連学協会等との連絡と交流	

（５）その他、目的達成のために必要と認められる事業	

	 （部会員の種類）	

第６条	 部会員は、以下の各号に定める正部会員、学生部会員、法人部会員の３種とする。	

２	 正部会員は、ケモインフォマティクスについて学識または経験のある個人とする。	

３	 学生部会員は、大学またはこれに準ずる学校に在籍する学生であって、ケモインフォマテ

ィクスに関係のある分野を修める個人とする。	

４	 法人部会員は、ケモインフォマティクスに関係のある法人とする。	

	 （名誉部会員の称号）	

第７条	 部会において特に顕著な業績のあった者で、部会員の推薦があった場合は部会役員会

の承認を経て、名誉部会員の称号を授与する。	

	 （部会費）	

第８条	 部会員は、次の種別に従って部会費を納めなければならない。ただし、特別の場合は

部会役員会の議を経てこれを減免することができる。	

２	 学生部会員が学生資格を失った場合に限り、その年の12月まで会費の一部を免除すること

ができる。	

	 正部会員	 	 	 日本化学会会員	 	 	 年額	 	 ２,０００円	

	 	 	 	 	 	 	 	 日本化学会非会員	 	 年額	 	 ３,０００円	



	 学生部会員	 	 日本化学会会員	 	 	 年額	 	 １,０００円	

	 	 	 	 	 	 	 	 日本化学会非会員	 	 年額	 	 １,０００円	

	 法人部会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 年額	 １口	 50,000	円	 で１口以上	

	 （入	 会）	

第９条	 部会に入会しようとする者は、入会申込書に次に掲げる各号のものを添えて提出しな

ければならない。	

（１）正部会員	 	 	 １年分の会費	

（２）学生部会員	 	 １年分の会費及び正部会員又は指導教員の紹介	

（３）法人部会員	 	 １年分の会費	

（滞	 納）	

第10条	 部会費の滞納が６ヶ月以上に及ぶときは、部会は当該部会員に対するメーリングリス

ト等による情報提供を停止する。	

	 （退会）	

第11条	 部会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。	

	 （除	 籍）	

第12条	 部会費を滞納した部会員は、部会役員会の議を経て、これを除籍することができる。	

	 （除名）	

第13条	 部会の名誉または信用を損なう行為を部会員が行ったときは、部会役員会の議を経て、

この部会員を除名または資格停止することができる。	

	 （総	 会）	

第14条	 部会は総会を年1回以上開催する。	

	 （運	 営）	

第15条	 部会の運営については、定款、部会規程に定めるもののほか、この規則の定めるとこ

ろによる。	 	

	 （分科会、委員会及び特別委員会の設置）	

第16条	 部会には、必要に応じて分科会、委員会及び特別委員会を置くことができる。	

２	 分科会は、長期にわたって活動が予定される主題、または特定分野の調査研究等のために

設ける。分科会の主査及び委員は、原則として部会役員から選出する。	

３	 委員会は、部会運営のために必要な事項の審議、日本化学会から委託された業務の遂行及

び部会事業の企画、運営のために設ける。委員会の委員長及び委員は、原則として部会役員

から選出する。	

４	 特別委員会は、短期間（約３年以内）に解決することが必要と考えられる問題、または期

限付の特定の問題が生じた場合に設ける。特別委員会の委員長は部会役員から選出し、委員

は部会役員及び関係者から選出する。	

	 （小委員会の設置）	

第17条	 分科会、委員会及び特別委員会には、必要に応じて小委員会を置くことができる。小

委員会の委員長及び委員は、原則として該当する分科会、委員会、特別委員会の委員から選

出する。	

	 （英文名）	



第18条	 部会の英文名は、“	Division	of	Chemoinformatics,	The	Chemical	Society	of	Ja

pan	”とする。	

	 （改	 廃）	

第19条	 この規則の改廃は、部会員の発議に基づき、部会役員会の承認を経て部会長が決定す

る。	

	

附	 則	

１	 この規則は、公益社団法人日本化学会の設立登記の日（平成２３年３月１日）から施行す

る。	

	

（平成24年5月21日	 	 部会長決定	 制定）	

（平成29年10月26日	 	部会長決定	 制定）	


